
鳥取県テニス協会ランキング規定 

１．目  的 

  本ランキングは、烏取県のテニスのレベルアップ、および各大会におけるドロー作成の資料提供を目的とす

る。 

 

２．対象選手 

  ランキングは、烏取県テニス協会主催の大会に参加する選手を対象とする。 

 

３．対象大会およびグレード 

  ランキングポイントを与える大会は次の通りとする。なお大会の規模等を考慮して１～３段階のグレードに

分類する。（表１・２） 

表１ （シングルス） 

グレード１ 山陰選手権・国体予選・全日本県予選・県選手権・県室内選手権  

グレード２ 気高カップ・西島杯・米子室内・烏取室内・令和カップ・境港オープン  

グレード３ 西部選手権・中部選手権・東部選手権 

 

表２（ダブルス） 

グレード１ 山陰選手権・県選手権・県室内選手権 

グレード２ 皆生トーナメント・ダンロップ・西島杯・米子室内・烏取室内・境港オープン 

グレード３ 西部選手権・中部選手権・東部選手権 

 

４．ポイント 

 （１）ランキングポイントは、各大会（Ａ級）の上位に入った個人およびペアに与えるものとする。各グレー

ドでのポイントは下記の表の通りとする。（表３） 

   なお、初戦より棄催した場合はポイントを与えないものとする。 

   

表３ ＊（）はシングルスにのみ適用                   

  
グレード１ グレード２ 

グレード３ 

65以上 64～33 32～17 16以下 65以上 64～33 32～17 16以下 

優勝 410 290 170 63 290 170 90 32 26 

準優勝 287 203 119 41 203 119 63 22 18 

ベスト４ 185 131 77 23 131 77 41 14 12 

ベスト８ 103 73 43 14 73 43 23 8 7 

ベスト１６ 62 44 26 - 44 26 14 - (3) 

ベスト３２ 33 24 - - 24 14 - -  

  



（２）Ｂ級ランキングは、各大会（Ｂ級）の上位に入った個人およびペアにポイントを与えるものとする。対象

大会およびポイントは次の通りである。 （表４・５） 

 

表４ 

グレード１ 県選手権（男女単複） 

グレード２ ダンロップ・西島杯・米子室内・鳥取室内・気高カップ・令和カップ 

グレード３ 西部選手権・中部選手権・東部選手権  

 

表５ 

  グレード１ グレード２ グレード３ 

優勝 32 26 17 

準優勝 22 18 12 

ベスト４ 14 12 (7) 

ベスト８ 8 (7) - 

  

（３）申込者が３名（組）の場合、大会は成立するがポイントは加算しないこととする。 

（４）BYE（バイ）が１つまたは２つ以上あった選手が初戦で負けた場合は、負けたラウンドから１つ戻ったラ

ウンドのポイントが与えられる。（１回戦が BYE、２回戦敗退の場合、１回戦敗退のポイントとなる。） 

 

５．順  位 

  ランキングは、過去１年間に行われた大会で、選手が獲得したポイントの総計によって決定するものとする。 

 

６．適  用 

  （１）ランキング表は随時更新し、鳥取県テニス協会ホームページに載せる。 

  （２）ランキング表は一般男女・４５歳以上男女・５５歳以上男子・６５歳以上男子・Ｂ級男女のそれぞれ 

シングルス・ダブルスとする。 

  （３）作成したランキング表は、鳥取県テニス協会のホームページに表示し、各々が閲覧できるようにする。 

  （４）ランキング大会各種目終了後、各郡市ランキング委員は、一週間以内にランキング委員長に結果を 

報告すること。 

  （５）所属は原則年度初めのものを基本登録とし、変更がある場合は別途ランキング担当者に依頼する 

こととする。 

 

７．改  正 

 （１）本ランキング規定は、鳥取県テニス界の実状に対応して新年度毎に内容を検討するものとする。 

 （２）改正に当たっては、ランキング委員会が原案を作成し理事会総会にはかるものとする。 
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